
第２回境港市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和５年２月１０日（金） 午後１時３０分から午後２時３０分まで 

 

２．開催場所 境港市役所 第１会議室 

 

３．出席委員（１３人） 

   会長（議長）   ９番  足 立 晋 哉 

農業委員     １番  河 岡   誠 

２番  足 立 恵 子 

３番  阿 部 和 夫 

４番  橋 本 正 之 

５番  古 德 哲 郎 

６番  足 立 惠 一 

７番  佐々木   隆 

８番  梶 谷 重 幸 

 

最適化推進委員 １０番  濵 田   孝 

１１番  角     興 

 １２番  築 谷 敏 樹 

１３番  永 井 和 人 

 

４．欠席委員     なし 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長  武 良   収  

      主 幹   渡 邉 龍 太 

主 任   西   洋 平 

 

６．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会務報告 

第３ 議案審議及び報告 

議案第４号 令和５年年間活動計画（案）について 

議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第７号 非農地証明について 

議案第８号 農用地利用集積計画（案）について 



議案第９号 農用地利用配分計画（案）について 

 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第５号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 

７．会議の概要 

 

議  長 ただ今から、令和５年第２回境港市農業委員会総会を開会いたします。 

     本日は全員出席ですので欠席遅刻委員はございません。 

それでは、委員会会議規則第１１条第２項に規定する総会の議事録署名委員 

について、議長から指名してよろしいでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

議  長 それでは、１番河岡委員、７番佐々木委員にお願いします。 

     続いて、会務報告を行います。 

 

     （会長から次の事項について会務報告）  

      令和５年１月１３日（金）常設審議委員会現地調査（会長・事務局） 

      令和５年１月２３日（月）常設審議委員会（会長） 

 

議  長 それでは、議案審議に入ります。議案第４号「令和５年年間活動計画（案）に

ついて」を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第４号「令和５年年間活動計画（案）について」説明をさせていただきま

す。議案の１～２ページです。２ページをご覧ください。先月の１月２０日に

専門部会を開催いたしまして、話し合った計画（案）を載せています。昨年と

ほぼ同様な形ではありますが、３月に下限面積の見直しの方をいれさせてもら

っています。こちらの方は、令和５年４月１日から施行で下限面積が撤廃にな

りますと言う事で、あげさせていただいておりますが、先日県の説明会の際に

は、下限面積を撤廃と言う事で、市町村独自で制限を設ける事は出来ないと言

う風に説明を受けましたので、農地専門部会の方で、下限面積の見直しを行わ

ずに、３月の総会の方で、今、定めています干拓は５０aといったものを廃止

するという議案を出させていただくような形にしたいと考えております。それ

以外は昨年と同様となっております。事務局からの説明は以上でございます。 

 

古徳委員 専門部会を行いまして、昨年とほぼ変わりません。毎年の事なのですが、農地



パトロールが９月になってしまうので、出来るだけ８月中には行うと決めさせ

ていただきます。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。ご意見ご質問等はありませんか。 

ないようですので採決をとります。議案第４号に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第４号は、原案のとおり承認されました。続きまして、

議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局 議案第５号「農地法第３条の規定による許可申請について」を説明させていた

だきます。議案の３ページからになります。今回２件の申請が出ています。（番

号１）渡町、７３２㎡、渡町、３２９㎡、渡町、３３６㎡、渡町、１０５６㎡

の計２４５３㎡を大阪の堺市のＡさんから渡町のＢさんに売買により、所有権

移転し、野菜を栽培すると言う申請内容です。次に農地法３条第２項の農地の

権利移動に関する事項についてご説明をいたします。まず、第１号の全部効率

利用要件についてですが、所有権移転後も耕作を維持するとのことですので、

農地を効率的に利用できると見込まれます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定につ

いては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は１年を通して農作業に従事され

るということで、農作業への常時従事は可能と見込まれます。 

第５号の下限面積要件についてですが、取得後の農地が約１１０００㎡となり、

下限面積要件を満たすこととなります。 

第６号の転貸禁止要件には該当いたしません。 

第７号の地域調和要件ですが、耕作をされると言う事で維持することで農地の

荒廃を防ぐことができるということで、今回の権利設定及び権利移動により、

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると判断しております。 

現地調査は、古徳委員、築谷委員、佐々木委員にお願いしました。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 



古徳委員 現地は、工事の資材置場の斜め前ですが、特に問題はないと思います。 

     もう一か所は、小学校のグラウンド側を東側に入って、図をみてもらうとわか

ると思うのですが、道路から小学校までの中間地点の右左にある場所になりま

す。ここの場所も特に問題はないと思います。以上です。 

 

議  長 議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。

ないようですので採決をとります。（番号１）に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

議  長 全員賛成ですので、（番号１）、原案のとおり承認されました。 

続きまして、（番号２）の説明をお願いします。 

 

事 務 局 （番号２）を説明させていただきます。譲渡人が元町のＣさんで、譲受人が森

岡町のＤさんです。申請地を売買により、所有権移転し、露地野菜を栽培する

と言う申請内容です。土地の所在地は境港市森岡町、６９５㎡、畑です。地図

は５ページにあります。県道米子境港自転車道線沿いにある農地です。次に農

地法３条第２項の農地の権利移動の制限に関する事項についてご説明をいた

します。まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、所有権移転後は耕

作をされるとのことですので、農地を効率的に利用できると見込まれます。 

第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定につ

いては、いずれも該当しておりません。 

第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は１年を通して農作業に従事され

るということで、農作業への常時従事は可能と見込まれます。 

第５号の下限面積要件についてですが、田耕作面積もございまして、取得後の

農地が約１２０００㎡を超える面積で、下限面積要件を満たすこととなります。 

第６号の転貸禁止要件には該当いたしません。 

第７号の地域調和要件ですが、耕作をされると言う事で維持することで農地の

荒廃を防ぐことができるということで、今回の権利設定及び権利移動により、

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考

えられます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可要件の全てを満

たしていると判断しております。 

現地調査は、古徳委員、築谷委員、佐々木委員にお願いしました。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

古徳委員 現地は、三軒屋から東森岡の方に行ったところ、県道米子境港自転車道線沿い

です。場所的には使いやすい場所だと思います。耕作をすると言うことなので



ありがたいです。以上です。 

 

議  長 議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。

ないようですので採決をとります。（番号２）に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、（番号２）、原案のとおり承認されました。 

続きまして、議案第６号の説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請について」を説明させていた

だきます。議案は６ページから７ページです。譲渡人は、渡町のＥさん、渡町

のＦさん、同じく渡町のＧさんです。渡町、計５筆、計２６１０㎡を賃貸借権

を設定して㈱Ｈさんがコンビニエンスストア敷地として利用したいと言う事

でございます。申請地周辺の農地区分につきましては、周辺に公共施設、小学

校と医院等もあり、第３種農地に該当します。 

    資力及び信用につきましては、金融機関からの融資証明証が提出されておりま

す。 

遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画

書から妥当と判断されます。 

土地改良区の同意の意見書は添付されております。 

計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われます。 

周辺農地の営農条件への支障につきましては、周辺には耕作中の農地は無く、

被害発生の恐れはないと考えられます。 

現地調査は、古徳委員、築谷委員、佐々木委員にお願いしました。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

築谷委員 地図で見てもらえば、わかると思いますが、医院の道路を挟んで向かい 

側になります。以前、渡町内にあったＨは２年もたたないうちに 

閉店してしまったので、今回は長く続いてほしいと考えています。みなさんの 

ご意見・ご審議をお願いします。 

 

橋本委員 ここは、朝と３時頃は小学生の通学路になっています。コンビニということで 

くれぐれも車の出入りには気を付けてもらうようにお店の方にもお願いしたい

です。 

 



議  長 期間借地と書いてありますが何年でしょうか。 

 

事 務 局 申請書の方では３０年になっています。 

 

議  長 他にご意見、ご質問はありませんか。ないようですので採決をとります。議案

第６号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第６号は原案のとおり承認されました。 

続きまして、議案第７号「非農地証明について」の説明をお願いします。 

 

事 務 局 続きまして、議案第７号「非農地証明について」説明させていただきます。 

     今回は２件でてきています。（番号１）申請人は渡町のＩさんです。土地の所

在は、渡町、２筆で１１０５㎡です。地図は９ページです。ご自分のお宅の所

が４０年程前から、住宅敷地の一部として、利用していたのですが、登記簿地

目が畑であったことで農地としての利用は困難ということです。（番号２）同

じく申請人は渡町のＩさんです。土地の所在は渡町、１２５㎡、地図は１０ペ

ージになります。地図上はＪさんの土地の一部で倉庫等が建っているのですけ

れども、５５年程前から住宅敷地の一部として、利用しており、農地としての

利用は困難とのことです。こちらの方も宅地の一部として使っているので非農

地証明と言う事で申請をしていただいております。 

現地調査は、古徳委員、築谷委員、佐々木委員にお願いしました。以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

築谷委員 （番号１）、現地、Ｉさんの家の前が畑になっていまして、１/３くらいは木が

植わっております。家に行くまでの土地ですけど、奥の方も畑になっていたの

ですが、今は宅地課税を払っているので、そのまま非農地証明をお願いします

という事です。この申請地の周辺は墓地がたっていて、現在使われていない倉

庫がある場所になります。皆さんのご審議をお願いします。 

 

議  長 議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

     ないようですので採決をとります。議案第７号に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全員挙手） 

 



議  長 全員賛成ですので、議案第７号は、原案のとおり承認されました。続きまして、

議案第８号「農用地利用集積計画（案）について」、議案第９号「農用地利用

配分計画（案）について」関連がありますので一括して説明をお願いします。 

 

議案内容に関係しますので阿部委員、梶谷委員は退席をお願いします。 

 

（阿部委員、梶谷委員が退室） 

 

議  長 それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 議案第８号「農用地利用集積計画（案）について」を説明させていただきます。

議案の１１ページから１３ページまでとなります。１３ページの各筆明細をご

覧ください。こちらの一覧に載っているのは、新規の案件ですけど、合わせて

配分計画の方もご覧ください。議案第９号配分計画の各筆明細１５ページをご

覧いただき、特筆すべき点をご説明させていただきますと、整理番号３番のＪ

さんと、４番のＫさんと言うのは、今年の４月から新たに就農予定の方で、こ

ちらの方に配分される筆がこちらの方に上がってきております。次に、１６ペ

ージの整理番号８番、Ｌさんという方にたくさん配分される形になっているの

ですが、後ほど報告の方であがってくるのですけど、Ｍさんが解約された農地

を付け替えという形で配分を受けている形になっておりまして、今回これだけ

筆があがっている形となっています。続いて９番のＮさんと言う方につきまし

ても、４月に新たに就農を予定されている方で、この方にもこれだけの筆が付

くような形となっています。説明は以上です。 

 

議  長 議案の説明が終わりました。他にご意見ご質問等はありませんか。 

ないようですので、それでは採決いたします。議案第８号に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第８号は、原案のとおり承認されました。 

続きまして、議案第９号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

議  長 全員賛成ですので、議案第９号は、原案のとおり承認されました。 

 

（阿部委員、梶谷委員が入室） 

 



（事務局から次の事項について報告） 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第５号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 

（事務局からその他項目について説明） 

・今後の予定 

 ○常設審議会（会長）             令和５年２月２４日（金） 

○農業委員会会長協議会研修会（会長）     令和５年２月２４日（金） 

○令和５年第３回境港市農業委員会総会     令和５年３月１０日（金） 

  ◆午後１時３０分～   

 

・農業委員会情報 市報 ２月号「農業者年金に加入しませんか」 

市報 ３月号「農地の転用について」（予定） 

 

議  長 以上で本日の審議は終了いたしましたが、その他に皆さんの方からございませ

んか。 

 

議  長 それでは以上をもちまして令和５年第２回境港市農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１０日 

 

   境港市農業委員会 

 

議  長 

                                    

 

署名委員 

                              

 

署名委員 



                              


